
 

2025年（令和7年）4月１日 

発 行 

竹尋交流館 
 

福山市神辺町下竹田８－１ 

電 話 ９６５－０１３１ 
 t a k e h i r o - k r k ＠
city.fukuyama.hiroshima.jp 

【と き】  4 月 16日（水） 
13:30～15:30   

【ところ】  竹尋交流館 集会室 

【内容】  ノルディックウォーキング 

                 に挑戦しよう❣ 

福山市地域包括支援センターかんなべ 
☎960-3890 

 ★★★ １部ずつお取りください ★★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 25 号 

５ 

【と き】 ５月１日（木） 
10:00～11:30 

【ところ】 竹尋交流館 
【内 容】 ストレッチ・脳トレ 

【持参物】 タオル・飲み物・マスク 

【とき】  ４月21日（月） 
5月26日（月） 

               10:05～10:35 
【ところ】竹尋交流館 駐車場 

✿初めての方でも簡単な手続き 

で借りることができます。 

たけひろ 

 社会教育活動事業 

✿ 4 月 25 日(金） 

13：30～15：00 
✿ 

✿  
         

✿ 

✿

 

 忙しい日々を過ごして
いると、ついイライラして
いませんか？ 
 笑顔で日々を過ごすた
めに、自分を見つめ、愛
し、そして目の前の人も
笑顔にするノウハウを一
緒に学びませんか？ 

竹尋学区民体育大会開催のお知らせ 

無料 

無料 

★と   き  5月 11日（日）（雨天中止） 
         8 : 3 0 ～ 1 3 : 0 0 

★と こ ろ  竹尋小学校グラウンド 

2025 

 

学区民大学 
開講式と同時開催 

交流館を利用するためには、毎年『利用団体登録更新申請書』の提出が必要になります。 

４月１日から６月３０日の間に、登録を行っている交流館の窓口で、更新申請を行ってください。 

そのままにしていると、７月１日以降、交流館の予約が出来なくなります。 

 ① 有効期間 ② 更新期間 ③ 失効すると 

申請日から 

次の３月３１日まで予約が出来ます 

➡②へ 

４月１日から６月３０日まで 

この間は予約できますが、更新期間中に各

交流館の窓口で更新を行ってください。 

➡③または④へ 

７月１日以降、予約が出来ません 

④ 更新すると 

申請日（認定日）から次の３月３１日まで

予約ができます ➡次年度①へ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

たけひろ交流館だより 第 25号 

 

◆運動普及推進員◆ 

（と き）7月～来年 2月（月 1回程度）全 8回 

（対象者）20歳～おおむね 74歳の市民 

（ところ）福山すこやかセンターなど 

 

◆食生活改善推進員◆ 

（と き）6月～来年 3月（月 1回程度）全 12回 

（対象者）おおむね 20歳～おおむね 74歳の市民 

（ところ）福山すこやかセンターなど 

※講座修了後、「運動普及推進員」または「食生活

改善推進員」として、基本はお住いの地域でボラ

ンティア活動ができる人。 

ご本人が直接お申込みください。 

 

（申込み期間）４月１日（火）～５月９日（金） 

（問い合わせ・申込み先） 

福山市健康推進課：☎９２８－３４２１ 

２０２５年度（令和７年度）市税等納期限一覧表 

      税 目 

納期限 
市・県民税
（普通徴収） 

固定資産税 
都市計画税 

軽自動車税 
種別割 

国民健康 
保険税 

４月３０日（水）  １期   

６月 ２日（月）   全期  

６月３０日（月） １期    

7月３1日（木）  ２期  １期 

９月 １日（月） ２期   ２期 

９月３０日（火）  ３期  ３期 

１０月３１日（金） ３期   ４期 

１２月 1日（月）    ５期 

１２月２５日（木）  ４期  ６期 

２０２６年（令和８年） 

２月 ２日（月） 
４期   ７期 

３月 ２日（月）    ８期 

 

市民課・税証明業務 
        月曜日～金曜日  午前 ９：00～12：00 まで  
          （祝日・休館日は除きます） 
 
          竹尋学区に住んでいる人、または勤めている人 
                 （業務用は受け付けていません） 
 

窓口に来られた方の運転免許証やマイナンバーカード 

など本人確認ができるもの 
 

＊代理人が申請する場合、委任状が必要となる場合があります。 
 
＊交流館では、住民票コードやマイナンバー 

記載の住民票の取り扱いはできません。 
 

＊その他不明な点は 

神辺市民サービス課   962-5010 
    税    制    課            928-1018へ 

お問い合わせください。 

受 付 時 間 

利用できる人 

持参するもの 

取り扱いしている証明 金 額 

戸籍謄本・戸籍抄本 450円 

戸籍の附票の写し 300円 

住民票の写し 300円 

住民票の記載事項証明書 300円 

労働基準法第111条代用証明 無 料 

印鑑登録証明書 300円 

年金現況届の証明 公的年金 無 料 

        〃        個人年金 300円 

所得証明・所得課税証明 300円 

証明書（医療機関用） 無 料 

 

3/14 

 

 おつりがいらないよう 
お願いします 


